
日向土木管内大規模氾濫等減災協議会
（仮称）

協議会の経緯と進め方
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平成２７年９月 関東東北豪雨

国土交通省資料より
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気候変動に伴う豪雨災害リスクの増加

今後１００年の確率最大日降水量予測

将来の確率最大日降水量は増加の傾向
50年後で概ね1.1から1.2倍程度、100年後で概ね1.2から1.4倍程度の増加

出典：土木学会論文集No.796 和田一範、村瀬勝彦、冨澤洋介
「地球温暖化に伴う降雨特性の変化と洪水・渇水リスクの評価に関する研究」
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水害に対する防災意識の変化

◆近代的河川改修の実施前
施設の能力が低く水害が日常化していた時代には、水害を「我がこと」として捉え、これ
に自ら対処しようとする意識が社会全体に根付いていた。
・・・（事例）筑後川沿川地域における「水屋」などによる住まい方の工夫

◆近代的河川改修の実施後
水害の発生頻度が減少したことに伴い、社会の意識は「水害は施設整備によって発生
を防止するもの」へと変化。

宅地嵩上げの事例
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社会資本整備審議会（答申）平成２７年１２月
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水防災意識社会再構築ビジョン
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水防災意識社会再構築ビジョンに係る協議会

直轄河川において、河川管理者・県・市町村からなる協議会を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

延岡河川国道事務所

○五ヶ瀬川水系浸水被害軽減対策協議会

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・延岡市

宮崎河川国道事務所

○ （大淀川上流）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・都城市

○ （大淀川下流）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・宮崎市・国富町・綾町

○ （小丸川）

参加機関：国土交通省・気象台・宮崎県・高鍋町・木城町

川内川河川事務所

○川内川 会

参加機関：国土交通省・気象台・鹿児島県・宮崎県・薩摩川内市・さつま町
伊佐市・湧水町・えびの市 7



平成２８年８月北海道・東北豪雨
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国土交通省通知 平成２８年１０月
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社会資本整備審議会（答申）平成２９年１月
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県管理河川を対象とした協議会
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県管理河川を対象とした協議会の設置（案）

日向市
美郷町

椎葉村

西米良村

西都市

川南町

都農町

日
之
影
町

高
千
穂
町

五
ヶ
瀬
町

宮崎市

綾町

旧
高岡町

小林市

都城市

日南市

串間市

西臼杵支庁土木課

西都土木事務所

都城土木事務所

串間土木事務所

日向土木事務所

高鍋土木事務所

高岡土木事務所

日南土木事務所

延岡土木事務所

宮崎土木事務所

小林土木事務所

延岡市

国の協議会

県単独の協議会

門川町

諸塚村

木
城
町

①五ヶ瀬川
五ヶ瀬川水系浸水被害軽減協議会
〔延岡河川国道事務所〕
〔延岡土木事務所、西臼杵支庁〕
延岡市 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町

③小丸川、一ツ瀬川
（仮称）小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会
〔宮崎河川国道事務所〕
〔西都、高鍋土木事務所〕
西都市 西米良村 高鍋町 新富町 木城町 川南町 都農町、
宮崎市

④大淀川
（仮称）大淀川水系水防災意識社会再構築協議会
〔宮崎河川国道事務所〕
〔宮崎、都城、小林、高岡土木事務所〕
宮崎市 都城市 三股町 小林市 高原町 国富町 綾町

川内川
川内川水防災意識社会再構築協議会
〔川内川河川事務所〕
えびの市

川内川
(仮称)えびの地区大規模氾濫等減災
協議会
〔小林土木事務所〕
えびの市

②耳川
(仮称)日向土木管内大規模氾濫等減災協議会
〔日向土木事務所〕
日向市 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町

⑥広渡川、福島川
(仮称)県南地区大規模氾濫等減災協議会
〔日南、串間土木事務所〕
日南市 串間市

国、県合同の協議会

国富町
えびの市

高原町

三股町

新富町

高鍋町

⑤
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく
日向土木管内の減災に関する取り組み

日向土木管内大規模氾濫等減災協議会（仮称）
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近年では、平成１６年・平成１７年にかけて、道路・河川施設などに大きな被害
を受けた。特に平成１７年９月４日～６日にかけて本県を直撃した台風１４号は南
郷村神門で総雨量１，３２１ｍｍを記録するなど、過去最大の被害をもたらす未曾
有の災害となった。

災害箇所 １，１０１箇所 災害決定金額 ２４，０７８百万円
日向市管内 ９８箇所 ２，１９３百万円
門川町管内 ２１箇所 ４６３百万円
諸塚村管内 ３５２箇所 ４，２４６百万円
椎葉村管内 ３２３箇所 ８，９１８百万円
美郷町管内 ３０７箇所 ８，２５７百万円

また、平成２８年９月２０日に来襲した台風１６号では平地部を中心に大雨をも
たらし、日向市で過去最大の総雨量５７８ｍｍを観測し、浸水や越水など甚大な被
害をもたらした。

災害箇所 ２４９箇所 災害決定金額 ２，５２７百万円

地域の特徴

日向地域の特徴

代表的な災害

管内東部は、ＪＲ日豊本線及び国道１０号に沿って連続した市街地を形成しており、道路網が比較的整備されている

ことから、管内では交通事情に恵まれた地域であり、また、重要港湾細島港を備えていることから県内の工業生産の
中心的位置を占めています。
さらに、東九州自動車道が北九州から宮崎までつながり、今後、物流効率化と広域化が期待されるところです。

一方、山間部に位置する管内中西部では、道路が唯一の交通手段であるものの、国県道の改良率は、一部を除き依
然として低い状況にあり、過疎化対策、医療及び福祉の充実並びに 地域産業及び観光の振興に、さらに緊急輸送道
路として必要不可欠な道路の整備が強く望まれています。

また、河川は、管内北部を五十鈴川が、中央部を耳川、塩見川が、さらには南部を小丸川が、それぞれ日向灘に注
いでおり、管内では、度重なる浸水被害や土砂災害への対応として、耳川をはじめとする治水対策や砂防・急傾斜・
地すべり対策等の整備も望まれております。
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現在実施している防災への取組
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防災に関するこれまでの取組

計画規模の降雨に対する洪水浸水想定区域の設定および区域図の公表

県において洪水により相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定している、洪水予報河川・水
位周知河川について、河川の整備の基本となる降雨により洪水が発生し、堤防が決壊した場合に浸
水が想定される区域について、浸水想定区域に指定し、区域図を公表している。
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防災に関するこれまでの取組

ハザードマップの公表・配布

市町村において、県が公表した浸水想定区域や、過去の浸水した範囲とその程度および各地区の
指定緊急避難場所を示した地図を公表、配布している。
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防災に関するこれまでの取組

URL：http://kasen.pref.miyazaki.jp/index.html
○アドレスとして次のURLを入力するとトップページが表示されます。

○バーコード読み取り機能を使用する場合は下記のQRコードを読み取ってください。

○宮崎県庁のホームページにもリンクがあります。

河川水位情報

インターネットにて、県が設置している雨量計・水位計・河川カメラの観測情報や、土砂災害
の発生危険度をリアルタイムで公表している。

インターネットによる防災情報の公表

18



水位が危険氾濫
水位を超えた！

防災に関するこれまでの取組

水位状況図
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防災に関するこれまでの取組

河川の状況がリアルタイムに確認できます。
１０

静止画像
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防災に関するこれまでの取組

土砂災害の発生する危険度をリアルタイム
に確認できます。

土砂災害危険度情報
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防災に関するこれまでの取組

地区ごとの防災会議の実施

各土木事務所ごとに、毎年出水期を前に、災害時における待機体制、情報伝達方法、資
機材の備蓄状況のほかBCP演習や防災訓練実施内容等について、建設業協会等の防災
協力団体や行政関係機関と情報共有・意見交換を実施し、地域の防災体制の確認や、ス
ムーズな情報共有を行うための、顔の見える関係作りを行っている。

防災会議状況写真

防災会議で作成した防災情報図
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防災に関するこれまでの取組

地区ごとの防災訓練の実施

各土木事務所ごとに、テーマを決め、内水排除や、道路規制、施設の緊急点検・応急復旧
訓練等を建設業協会等の防災協力団体や行政関係機関と連携して実施し、課題等を確認
している。

関係機関との連携訓練 施設の応急復旧訓練

情報収集・伝達訓練 避難誘導訓練 交通規制訓練

現地指揮訓練
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○ 小学生を対象とした土砂災害防止教室
○ 自治会長を対象とした土砂災害防止講座
○ 要配慮者利用施設職員を対象とした〃講座

◎ 土砂災害の恐ろしさ
◎ 前兆現象
◎ 早期避難の重要性 等を啓発

○ 非常時に備え、要配慮者利用施設の利用者
と職員を対象とした避難訓練を実施

老人福祉施設の避難訓練

小学生を対象とした
「土砂災害防止教室」

要配慮者利用施設職員を対
象とした「土砂災害防止講座」

自治会長を対象とした
「土砂災害防止講座」

土砂災害防止教室・土砂災害防止講座・避難訓練の実施

防災に関するこれまでの取組
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防災に関するこれまでの取組

大規模災害発生に備え、災害対策の中核となる災害対策本部の運営が効果的に行
えるよう、年間を通じて実践型の運営訓練を体系的に実施し、応急対応に必要な体
制の構築を図っている。
また、総合防災訓練を実施し、広域連携体制の確認とともに県民の防災意識の向

上を図る。

平成２８年度宮崎県総合防災訓練
：西都・児湯地区で １２３機関、約４，５００名が参加

本部運営訓練（県庁講堂） 救助活動（高鍋町：小丸川河川敷）25



防災に関するこれまでの取組

防災意識の啓発

大規模災害に対する県民の備えを早急に促進し減災力の強化を図るため、「耐震化（家
具の固定を含む）」、「早期避難」、「備蓄」の３つの減災行動を中心に備えの実践について
年間を通じて啓発を行うとともに、県民参加型の防災イベント等を実施している。

備蓄キャンペーン 防災の日フェア 県民一斉防災行動訓練26



防災に関するこれまでの取組

自主防災組織の活動強化

地域の防災力を推進するため、防災士のさらなる養成や能力向上、活動支援に取
り組むとともに、資機材の整備等に対する支援を行うことにより、自主防災組織の
活動強化を図っている。
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県内の防災士数

県内のご希望の会場に防災士を派遣し、
体験学習や講演を中心に防災・減災につい
ての講座を開催しています。
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津波避難施設の整備（日向市）
南海トラフ巨大地震における県の被害想定では、本市だけで

15,000人の人的被害が想定され、その被害縮減に向けた対策
が急務である。想定される津波到達時間17分以内の避難が困
難な地域に、16施設を年次的に整備することとしている。
○これまでに整備した施設

７施設 （タワー４基、避難路・避難階段３基）

○今後整備予定の施設

９施設 （タワー４基、避難山２基、避難路・避難階段３基）

（左）永江避難タワー

（右）財光寺北市営住
宅避難階段
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地区防災計画策定支援（日向市）
地域の防災力向上をめざし、各地域で想定される災害の実情
に合わせた「地区防災計画」の策定支援を行っている。

これまでに、内閣府の地区防災計画モデル事業を利用して、
長江区（Ｈ２７）、福瀬区（Ｈ２８）が策定に着手しており、今年度
は新たに9地区の着手を予定している。

DIG訓練によるハザードの抽出 自助を考える座談会 29
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防災に関するこれまでの取組

椎葉村の防災への取り組み

毎年、自治公民館単位を重点地区として輪番制により、各関係機関と連携して防災訓練を実
施し、地域住民の防災意識向上に努めている。

住民の避難訓練

避難誘導訓練 防災ヘリとの連携訓練

公民館長による通信訓練

自衛隊による応急手当指導

○ 自主防災組織を対象とした避難訓練
○ 要支援者を対象とした避難誘導訓練
○ 自衛隊や防災ヘリ、警察、消防団員と連携した
避難、救助訓練を実施
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平成２８年度 防災対策の取り組み（美郷町）

危険箇所点検事前協議（6/14） 災害危険箇所点検（6/14）

美郷町統一防災訓練（9/6） 美郷町統一防災訓練
（ｈ27.9..6）

災害危険箇所点検（6/14）

美郷町統一防災訓練（9/6）
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早急に実施する取組
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早急に実施する取組

課題

様々な防災情報が、複数の法・基準・ガイドラインにより出されており、出され
た情報により取るべき行動がわかりにくい。

レベル 水位
水防法

における水位
水防警報河川 水位周知河川 洪水予報河川 防災行動

5

4

3

2

1

河川水位の上昇に伴い出される情報と求められる行動

氾濫の発生

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

○○川氾濫
発生情報

○○川氾濫
危険情報

○○川氾濫
警戒情報

○○川氾濫
注意情報

特別警戒水位

水防団待機

避難準備・高齢
者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

水防団出動警戒水位

通報水位

氾濫危険水位
到達情報

避難判断水位
到達情報

水防警報
（出動）

水防警報
（待機）

（洪水等に関する情報体系

見直し実施要領

その他事務連絡）

（第１２条・１６条）

（第１２条・１６条）

（第１３条）

（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）
（宮崎県水防計画）

（宮崎県水防計画）

（避難勧告等に関するガイドライン）

（避難勧告等に関するガイドライン

災害対策基本法四二条・五六条

市町村地域防災計画）

（避難勧告等に関するガイドライン

災害対策基本法四二条・五六条

市町村地域防災計画）
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早急に実施する取組

タイムラインの整理

「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画を作成し
先を見越した防災行動に繋げるとともに、防災行動の「抜け・漏れ・落ち」を防ぐ。

避難勧告等の目安となる水
位情報を発表している河川

「水位周知河川」
○耳 川
○塩 見 川
○五十鈴川
○小 丸 川

について作成する。
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タイムラインの構築

「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画を

作成し、先を見越した防災行動につなげると共に、防災行動の「抜け・漏れ・落ち」を防

ぐ。

（参考）気象警報等と避難勧告等の発表のタイミングイメージ
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早急に実施する取組

ホットラインの構築

避難勧告等の発令が遅滞無く行われるよう、洪水時における避難判断水位到達などの河
川情報を通常の伝達系統に加えて河川管理者である土木事務所から関係市町村長など
避難判断の発令者に直接電話等で伝えるホットラインを構築する。

氾濫危険水位
に到達等

土木事務所

河川課

市町村防災部局

発令者
（首長）

避難勧告
発令

メールFAX等による通常の伝達
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土砂災害警戒
情報を発表

砂防課 土木事務所等 市町村

発令者
（首長）

避難勧告等
発令

専用回線やメール、FAX等による伝達

（参考）

宮崎地方気象台

イメージ

ホットラインの構築

市町村長が よう、土砂災害警戒情報を発

表した段階等で、警戒対象地域となる市町村を管轄する 当該市町村長な

ど を構築

（参考）警戒情報発表時に送付される様式
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ホットライン構築に向けた調整事項

（１） タイミング

（洪 水）⇒ １回目：避難判断水位超過の段階

２回目：氾濫危険水位超過の段階

３回目：氾濫発生の段階

（土砂災害）⇒ １回目：土砂災害警戒情報が発表された段階

２回目：市町村内で土砂災害危険度『危険度３』が初めて出た段階

※上記段階を基本とし、その他のタイミングを追加設定することも可

〔例〕土砂災害危険度『危険度３』となる前に、土砂災害が発生もしくは発生間近が確認された

段階 など

（２） 誰から誰に

⇒『土木事務所長など』から『避難勧告等の発令者（市町村長など）』を基本

（３） 手段

⇒ 電話連絡を基本
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早急に実施する取組

ホットラインの構築

氾濫危険水位
に到達等
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今後のスケジュール
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